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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　両側に立設した柱部材及び当該両側の柱部材に横設されている上下の梁部材から形成さ
れている既設梁柱架構と、
　目地材に接着剤を用いて複数のコンクリートブロックを積層することによって、前記既
設梁柱架構の内面に構築された組積壁と、から構成されている耐震補強構造であって、
　前記既設梁柱架構と前記組積壁との間には所定間隔の間隙部が設けられており、
　当該間隙部にはグラウト材が充填されることにより、前記既設梁柱架構と前記組積壁と
がアンカーレスで一体化され、
　前記組積壁の最上段の前記コンクリートブロックの上面部には凹部が形成され、当該凹
部に横鉄筋が配筋されていることを特徴とする耐震補強構造。
【請求項２】
　前記接着剤は、ポリマーセメントモルタルであることを特徴とする請求項１に記載の耐
震補強構造。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、構造物の耐震性を増加させるために既設梁柱架構の内面に補強用の耐震壁を
有する耐震補強構造に関する。



(2) JP 4220919 B2 2009.2.4

10

20

30

40

50

【背景技術】
【０００２】
　耐震性が不十分であると判断された既設建物に対する一般的な補強構造としては、柱と
梁から形成される既設梁柱架構の内側空間に、現場打ち鉄筋コンクリート耐震壁（以下、
鉄筋コンクリートを「ＲＣ」という）を打設する耐震補強構造が提案されている。この耐
震補強構造は、予め内向きにアンカー筋を突設した鉄骨枠材を柱梁架構に接着し、前記鉄
骨枠材の内側に耐震壁の剪断補強筋を配筋した後に、コンクリートを打設する構造である
（特許文献１参照）。
【０００３】
　ところが、この耐震補強構造は、ＲＣ耐震壁を現場打ちすることができない場合には採
用することができない。そのため、突出部を有する特殊形状のコンクリートブロックを上
下及び左右に組積し、当該コンクリートブロックの間に縦横に鉄筋を配筋した後に、既設
梁柱架構とコンクリートブロックの間及び各コンクリートブロック間にグラウト材を充填
して、既存壁面とコンクリートブロックの一体化を図る補強構造が提案されている（特許
文献２）。
【特許文献１】特開２００１－２７０４８号公報（［００１３］－［００２４］、図１－
図１０）
【特許文献２】特開２００３－４９５４５号公報（［００１５］－［００２４］、図１－
図７）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、前記コンクリートブロックを用いた補強構造は、下記に示すような問題
点を有していた。
（１）特殊な形状のコンクリートブロックを使用するためその設置が煩雑であり、当該コ
ンクリートブロック自体の施工費用が高くなってしまう。また、地震時水平力に抵抗する
ための鉄筋の配筋が煩雑である。
（２）コンクリートブロックを一体化するためにグラウト材を用いている。このグラウト
材はエポキシ樹脂等の接着剤に比べて安価ではあるが、硬化したコンクリート面に対する
付着力は通常のモルタルやセメントペーストと変わらないため、コンクリートブロック同
士をグラウト材で接着しても個々のコンクリートブロックの母材強度に達する以前に接着
面で破壊する場合が多い。したがって、複数のコンクリートブロックで構成される壁材の
一体性を終局時でも保証し、既設架構の耐震性を向上させるために必要な接着強度を発揮
させることができない。
【０００５】
　本発明は、前記の問題点を解決することを目的とするものであり、既設梁柱架構と補強
用耐震壁との一体化を確実に行うことが可能であり、経済的かつ簡易に施工可能である耐
震補強構造を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記の課題を解決するために、本発明は、両側に立設した柱部材及び当該両側の柱部材
に横設されている上下の梁部材から形成されている既設梁柱架構と、目地材にポリマーセ
メントモルタルなどの接着剤を用いて複数のコンクリートブロックを積層することによっ
て、前記既設梁柱架構の内面に構築された組積壁と、から構成されている耐震補強構造で
あって、前記既設梁柱架構と前記組積壁との間には所定間隔の間隙部が設けられており、
当該間隙部にはグラウト材が充填されることにより、前記既設梁柱架構と前記組積壁とが
アンカーレスで一体化され、前記組積壁の最上段の前記コンクリートブロックの上面部に
は凹部が形成され、当該凹部に横鉄筋が配筋されていることを特徴とする耐震補強構造で
あり、前記複数のコンクリートブロックが、接着強度が高くてコンクリート打継面の改良
に用いられるポリマーセメントモルタルなどの接着剤によって強固に一体化されるため、
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非常に好適である。
 
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の耐震補強構造によれば、特殊な形状のコンクリートブロックを使用することな
く、多種多様な市販のコンクリートブロックを用いて安価に架構補強用耐震壁を構築する
ことができる。そのため、既設建物の使用を止められない場合や、施工中に発生する騒音
や振動が規制されてコンクリートを現場打設して架構補強用耐震壁を構築することができ
ない場合であっても、人力で容易に施工を行うことができる。
　また、地震時におけるせん断抵抗は、壁が斜め圧縮材となって層せん断力と釣合う機構
を想定し、既設柱梁架構と組積壁との間の応力伝達は、圧縮力と摩擦によるせん断力によ
り行うとして設計するため、両者の隙間を直接繋いで引張力を伝達する鉄筋は設置しない
。したがって、既設柱梁架構に、あと施工アンカーを打設する必要もなく、それに伴う騒
音、粉塵や振動の問題もない上に、せん断力を負担するために壁筋を配する必要もない。
　加えて、グラウト材の充填は柱部材及び上側の梁部材と組積壁との間隙部のみに行うた
め、特許文献２に記載の補強構造と比べて少量の充填量で済み、経済性に優れる補強構造
とすることができる。また壁面全体を覆う型枠の設置や脱型およびコンクリートの養生期
間も必要ないため、迅速に短工期で施工することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　本発明の好適な実施の形態について、図面を参照して説明する。なお、説明において、
同一要素には同一の符号を用い、重複する説明は省略する。
　本実施の形態では、既設建物の耐震強度を増加させることを目的として、既設建物の梁
柱架構１０（以下、単に「既設梁柱架構」という）の内面に、当該既設梁柱架構１０を補
強するための組積壁２０を設置する場合について述べる。
【００１２】
　図１に示すように、本発明の耐震補強構造Ｋは、既設梁柱架構１０と、組積壁２０とか
ら構成されている。前記既設梁柱架構１０は、左右に立設した鉄筋コンクリート造の柱部
材１１，１２と、当該左右の柱部材１１，１２に横設されている上下の鉄筋コンクリート
造の梁部材１３，１４とから形成されており、内側に長方形状の空間部（正面視）（以下
、「内側空間部」という）が設けられている。
　なお、前記既設梁柱架構１０の上下の梁部材１３，１４の上面部に直交する向き（図１
における紙面に直交する向き）に床スラブ１９が設けられているとともに、当該床スラブ
１９に接続するように左右の柱部材１１，１２には梁部材１８が設けられている。
【００１３】
　既設梁柱架構１０の内側空間部には、複数個の直方体形状であるコンクリートブロック
２１～２７が、縦目地が上下方向に一致した位置とならないように積層されることにより
組積壁２０が構築されている。すなわち、最下段のコンクリートブロック２１は、長手方
向が、下梁１４の長辺と一致するように並設されている。そして、その上段のコンクリー
トブロック２２は、中央に他のコンクリートブロック２２の半分の寸法のコンクリートブ
ロック２２’を配置することにより、最下段のコンクリートブロック２１の縦目地とずれ
る位置に縦目地が形成されるように配置されている。そのため、両端部のコンクリートブ
ロック２２は、最下段のコンクリートブロック２１よりも突出した状態となっている。以
下、最下段のコンクリートブロック２１の並び方と、その上段の並び方を交互に繰り返す
ようにして、７段のコンクリートブロック２１～２７の層が形成されている。
　なお、左右の柱部材１１，１２とコンクリートブロック２１～２７、及び、上梁部材１
３とコンクリートブロック２７の間には、間隙部１６，１７が形成されている。
【００１４】
　コンクリートブロック２１～２７は、種々の既製品を使用することができるが、本実施
形態では、圧縮強度１０ＭＰａ以上であるいわゆるＣ種のコンクリートブロック２１～２
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７を用いている。Ｃ種のコンクリートブロック２１～２７は標準型（図２（ａ））と横筋
型（図２（ｂ））が存在しており、組積壁２０の最上段は横筋型のコンクリートブロック
２７が、それ以外の部分には標準型のコンクリートブロック２１～２６が用いられている
。標準型のコンクリートブロック２１～２６は直方体形状を呈しており、中央の鉛直方向
に３つの中空部３１を有し、両端部に曲面に形成された凹部３２を有している。また、横
筋型のコンクリートブロック２７は、標準型のコンクリートブロック２１～２６の上面部
に、さらに曲面に形成された凹部３３を有しており、当該上面部の凹部３３に横鉄筋４２
を配筋できるようになっている。
【００１５】
　そして、各コンクリートブロック２１～２７は、所定の鉛直方向の中空部３１には、施
工時における安全性の確保やコンクリートブロックの位置決めを行う便宜のために、縦鉄
筋４１が配筋されるとともに、最上段のコンクリートブロック２７に横鉄筋４２が配筋さ
れている。
　各コンクリートブロック２１～２７の中空部３１は原則的には空洞（なにも充填されて
いない状態）であり、前記縦鉄筋４１及び横鉄筋４２が配筋されている中空部３１のみに
モルタルが充填されている。また、各コンクリートブロック２１～２７の間に形成される
縦目地及び横目地には目地材としてポリマーセメントモルタル４５が介装されている。こ
の構造により、前記縦目地及び横目地に、コンクリートブロック２１～２７と同等以上の
強度が確保され、結合された複数のコンクリートブロック２１～２７が一体となって、圧
縮やせん断などの力に対して抵抗することができる。
ている。
　なお、ポリマーセメントモルタル４５の圧縮強度は、コンクリートブロック２１～２７
の母材破壊を保証するためには１．５Ｎ／ｍｍ2であることが好ましい。
【００１６】
　また、一体化されたコンクリートブロック２１～２７の裏面全面には、結合手段である
一枚の鉄板（被覆部材、図示せず）がポリマーセメントモルタル（図示せず）により貼設
されることによって、被覆されている。
　なお、この場合におけるポリマーセメントモルタル４５の圧縮強度は、コンクリートブ
ロック２１～２７の母材破壊を保証するためには２．０Ｎ／ｍｍ2程度又はそれ以上であ
ることが好ましい。
【００１７】
　さらに、左右の柱部材１１，１２とコンクリートブロック２１～２７、及び、上梁部材
１３とコンクリートブロック２７の間の間隙部１６，１７には、所定強度のグラウト材４
６が無筋状態で充填されることにより、アンカーレス（アンカー筋が設けられていない構
造）で既設梁柱架構１０と組積壁２０とが一体となっている。
【００１８】
　なお、本実施の形態に係る耐震補強構造Ｋは、地震時水平せん断力に対して、左右一方
の柱部材１１（又は１２）の柱頭部におけるパンチングシア耐力と、他方の柱部材１２（
又は１１）の曲げ耐力又はせん断耐力のうち小さい方と、上梁部材１３の下面における組
積壁２０と既設梁柱架構１０との接着による結合耐力との、各耐力の累計が上回るように
構成するものとする。
　従って、上下の梁部材１３，１４、及び、左右の柱部材１１，１２の柱頭部と柱脚部の
組積壁２０との間隙部１６，１７に関しては強固に接合するものとする。一方、左右の柱
部材１１，１２の柱頭部及び柱脚部以外の部分と組積壁２０との間隙部に関しては、強固
な接合は必要ではないため、水平方向の力の伝達程度や遮音性能、及び防火区画の有無等
、必要に応じてグラウト材４６の充填を行えばよい。
【００１９】
［作業手順］
　本発明の耐震補強構造Ｋの構築方法について説明する。
　本実施の耐震補強構造Ｋの構築方法は、（１）コンクリートブロック設置工程と、（２
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）被覆部材貼設工程と、（３）グラウト材充填工程と、から成り立っている。
【００２０】
（１）コンクリートブロック設置工程
　本工程は、既設梁柱架構１０の内側空間部に、複数のコンクリートブロック２１～２７
を積層する作業を行う工程である。
【００２１】
　本工程では、まず、既設梁柱架構１０の下梁部材１４の上面に、目地材としてポリマー
セメントモルタル４５を用いてコンクリートブロック２１を積層することにより、各コン
クリートブロック２１～２７を床スラブ１９から順番に積み上げて組積壁２０を構築する
。
【００２２】
（２）被覆部材貼設工程
　本工程は、組積壁２０の裏面を被覆するために、被覆部材である鉄板（図示せず）を貼
設する作業を行う工程である。
　本工程では、ポリマーセメントモルタル４５をコンクリートブロック２１～２７の裏面
に吹き付け又は塗布して接着剤層を設けた上に鉄板を貼り付けることにより行う。
【００２３】
（３）グラウト材充填工程
　本工程は、既設梁柱架構１０と組積壁２０との間に形成された間隙部１６，１７にグラ
ウト材４６を充填する作業を行う工程である。
　本工程では、左右の柱部材１１，１２及び上梁１３と組積壁２０との間隙部１６，１７
の前面及び後面に型枠（図示せず）を設置して密閉し、当該間隙部１６，１７にグラウト
材４６を充填し、既設梁柱架構１０と組積壁２０とを一体化する作業を行う。
【００２４】
［作用及び効果］
　本発明の耐震補強構造Ｋによれば、特殊な形状のコンクリートブロックを使用すること
なく、市販のコンクリートブロック２１～２７を用いて安価に組積壁２０を構築すること
ができる。そのため、工事中に種々の制限が課されて現場打ちで補強用耐震壁を構築する
ことができない場合であっても、騒音の発生を抑えながら、人力で容易に施工を行うこと
ができる。
【００２５】
　また、コンクリートブロック２１～２７は、後面が鉄板により被覆されているため、当
該コンクリートブロック２１～２７に地震時水平せん断力が作用してせん断ひび割れが生
じた場合でも、ひび割れの集中・拡幅を抑えて全体に分散させることができるとともに、
終局までより確実に当該コンクリートブロック２１～２７から構築される組積壁２０の一
体性を保持して、脆性破壊を防止することができる。
　また、コンクリートブロック２１～２７は、目地材としてのポリマーセメントモルタル
４５により一体化され、目地の強度はコンクリートブロック２１～２７と同等以上である
ために目地が弱点となることはなく、当該コンクリートブロック２１～２７と同様に圧縮
やせん断などの力を負担することができる。
【００２６】
　また、本発明の耐震補強構造Ｋは、コンクリートブロック２１～２７、ポリマーセメン
トモルタル４５及びグラウト材４６等から構築されているため、熱に弱いエポキシ樹脂等
を接着剤に用いた場合に比べて耐火性に優れた構造とすることができる。
　また、コンクリートブロック２１～２７の中空部３１は、原則的に空洞となっているた
め、グラウト材や接着剤等を節約することができ、材料、手間、時間等を節約して施工費
を安価にすることができる。
【００２７】
　さらに、本発明では、組積壁２０をアンカー筋を用いずに、既設梁柱架構１０と一体化
し、両者の境界部においては圧縮力と摩擦によるせん断力によって地震時の層せん断力を
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伝達するため、施工時に既設建物の使用に支障を来たすような騒音・振動を引き起こすこ
となく施工が可能であり、供用中の建物でも迅速かつローコストで施工することができる
。
【００２８】
　以上、本発明について、好適な実施形態の一例を説明した。しかし、本発明は、前記実
施形態に限られず、前記の各構成要素については、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、適
宜設計変更が可能である。
　特に、既設梁柱架構は鉄筋コンクリート造としたが、当該構造に限定されるものではな
く、例えば鉄骨鉄筋コンクリート造の既設梁柱架構に適用してもよい。
【００２９】
　また、本実施形態では、目地材にポリマーセメントモルタル４５を使用するとともに、
一体化されたコンクリートブロック２１～２７の裏面に鉄板（被覆部材）を貼設した耐震
補強構造Ｋを例として説明を行った。しかし、本発明は、目地材にポリマーセメントモル
タルを使用せずに、一体化されたコンクリートブロックの裏面に鉄板を貼設した耐震補強
構造とすることや、目地材にポリマーセメントモルタルを使用して、一体化されたコンク
リートブロックの裏面全面に鉄板を貼設しない耐震補強構造とするものであってもよいこ
とは言うまでもない。
【００３０】
　また、図３に示すように、本発明の耐震補強構造Ｋ’は、被覆部材５０，５０’により
必ずしも組積壁２０の一面の全領域を被覆するのではなく、柱部材１１．１２及び梁部材
１３，１４との境界に近い一部分に貼設することや、既設梁柱架構１０との間に所定の隙
間を設けて貼設するものでもあってもよい。そして、被覆部材は、一枚の被覆部材５０’
とすることは勿論、分割された複数枚の被覆部材５０を貼設するものであってもよい。さ
らに、被覆部材５０，５０’は組積壁２０の両面に貼設してもよい。
【００３１】
　また、既設梁柱架構を構成する部材の形状及び寸法や、コンクリートブロックの形状、
寸法、材質等に関しても制限はない。
　さらにグラウト材は既設梁柱架構と組積壁の間の間隙部を充填して、圧縮力やせん断力
を伝達できるものであればよく、モルタルやセメントペーストまたはコンクリートなど、
同様の機能を発揮できるものであればよい。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明の耐震補強構造を示す正面図である。
【図２】（ａ）は、標準型のコンクリートブロックを示す斜視図であり、（ｂ）は、横筋
型のコンクリートブロックを示す斜視図である。
【図３】本発明の耐震補強構造の他の実施形態を示す正面図である。
【符号の説明】
【００３３】
　１０　　既設梁柱架構
　１１，１２　　柱部材
　１３，１４　　梁部材
　１６，１７　　間隙部
　２０　　組積壁
　２１～２７　　コンクリートブロック
　４５　　ポリマーセメントモルタル
　４６　　グラウト材
　５０，５０’　　被覆部材
　Ｋ，Ｋ’　　　耐震補強構造
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